
 

  日医発第 1913 号（医経） 
令和 8 年 2 月 27 日 

都道府県医師会 
担当理事 殿 

公益社団法人 日本医師会   
常任理事 長島 公之 
常任理事 宮川 政昭   

（公印省略） 
 

令和 7 年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業  
に関する Q&A（第 1 版）及び 

賃上げ支援事業に対応する賃金改善の具体的方法について（情報提供）  
 

令和 7 年度補正予算による「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援
事業」については、令和 8 年 1 月 27 日付文書（日医発第 1713 号）、2 月 2 日付文
書（日医発 1746 号）等にてお知らせをしているところです。 

今般、厚生労働省から都道府県行政に対し、「令和 7 年度 医療機関等における賃
上げ・物価上昇に対する支援事業に関する Q&A（第 1 版）」が発出されました。 

本 Q＆A では、一例として本支援事業のうち「病院賃上げ支援事業」及び「診療
所等賃上げ支援事業」における賃金改善の方法について、 
・  令和 7 年 12 月から令和 8 年 3 月までの間の最大 4 か月分の一時金を支給する

方法でも差し支えないが、4 月及び 5 月については基本給の引き上げや毎月支
払われる手当の支給による必要があり、一時金で実施した賃金改善の水準と、
これに続く基本給の引き上げや毎月支払われる手当の水準は全く同じ水準とす
る必要はないが、極端な配分はできないこと（Q15）、 

・  賃金改善の対象には法定福利費の事業主負担分の増加分 （16.5％で簡便に計算
可）も含まれること（Q16）、 

・  受診患者数等の影響によって、令和 8 年 6 月 1 日以降の賃金改善の水準が本事
業で実施した賃金改善の水準を下回っていた場合であっても、本事業の給付金
を賃金改善に充てていれば、下回る部分を返還する必要はないこと （Q23）、 

等の重要な取り扱いが示されています。 
 
併せて、「病院賃上げ支援事業」及び「診療所等賃上げ支援事業」に対応する「賃

金改善の内容」につきまして、実施要綱上は、原則として 12 月から 5 月までの間、
ベースアップ等を実施することとされていますが、本会としては現実的には同実施
要綱のただし書きにある 12 月から 3 月分までは一時金、4 月及び 5 月分はベー
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スアップ等による方法が中心になるとの考えを、1 月 27 日付日医発第 1713 号にお
いて、お示ししたところです。さらにここでのベースアップには、決まって支給す
る手当として院内の給与規程に規定したベースアップ評価料手当などの引上げ も含
まれます。 

今般、これらの点を分かりやすくご周知させていただくため、本会がおすすめす
る現実的な賃金改善の具体的方法について、 別添の参考資料を作成しましたので、
ご案内申し上げます。 

 
なお、本給付金を申請できる医療機関は２月１日までにベースアップ評価料の届

出をしている病院、３月１日までに原則としてベースアップ評価料の届出をしてい
る診療所等とされています。特に、まだベースアップ評価料の届出をされていない
診療所には、是非２月中の届出をご検討くださるようお願いしてまいりました（令
和 8 年 1 月 27 日付日医発第 1713 号、2 月 12 日付日医発 1812 号）。 

 
本給付金については、ベースアップ評価料の届出とは別に、病院は国へ、診療所

は都道府県への申請手続きが必要です。 
病院については、国の「病院賃上げ支援事業・病院物価支援事業申請システム」

（https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp）で 5 月 31 日
まで申請を受け付ける予定です。   

診療所については、都道府県により申請スケジュールが異なりますので、都道府
県行政へご確認ください。 

 
貴会におかれましても本件をご了知の上、 貴会管下医療機関への周知方をよろし

くお願い申し上げます。 
 
本補助事業の実施要綱、本件 Q＆A 等は、厚生労働省の下記 Web サイトに掲載

されています。 
（厚生労働省 HP 特設サイト） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html  

以 上 
 
【添付資料】 
・令和 7 年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関する

Q&A（第 1 版）（令和 8 年 2 月 27 日、厚生労働省） 
・（参考資料）賃上げ支援事業に対応する賃金改善の具体的方法について（令和 8

年 2 月 27 日、日本医師会） 

https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html
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令和７ 年度 医療機関等における 賃上げ・ 物価上昇に対する 支援事業 

に関する Ｑ ＆Ａ （ 第１ 版）  

 

令和８ 年２ 月 27 日 

◎： 都道府県向け、 ●： 申請者向け 

＜共通＞ 

（ 答）  

○ 実施要綱に基づいた事業であれば補助対象と し て扱っ ていただき 差し 支え

あり ま せん。  

 

（ 答）  

○ ハンセン病療養所、 防衛医科大学校病院、 自衛隊病院、 宮内庁病院、 医療

刑務所、 国立障害者リ ハビ リ テーショ ンセンタ ー病院は対象外と なり ま す。  

 

（ 答）  

（ 病院について）  

○ 病院は国に直接、 電子申請を 行いま す。 １ 月下旬から ２ 月初旬にかけて以

下の申請フ ォ ームにロ グイ ンする ためのＩ Ｄ ・ パス ワ ード を 郵送し ていま す

のでご確認の上、 初期設定をお願いし ま す。  

 ht t ps: //mhl w-bucchi n-shi en. vi ewer . ki nt oneapp. com/publ i c/syst em-l p 

○ 申請書の記載方法等について不明な点があれば下記質問フ ォ ームやコ ール

センタ ーま でお問い合わせく ださ い。  

ht t ps: //mhl w-bucchi n-shi en. f orm. ki nt oneapp. com/publ i c/cont act  

物賃支援事務局コ ールセンタ ー：  03-6745-8288 

○ 病院の賃上げ支援事業・ 物価支援事業の制度や内容に関する お問い合わせ

は以下のメ ールアド レ ス にお問い合わせく ださ い。  

  bucchi n-shi en( at ) mhl w. go. j p ※（ at ） は @ に置き 換えてく ださ い。  

 

（ 診療所等について）  

○ 診療所・ 薬局・ 訪問看護ス テーショ ンは各都道府県のＨＰ 等をご確認く だ

さ い。  

 

（ 答）  

○ 支給額を 変更する こ と はでき ま せん。  

 

１  都道府県が実施する 事業について、 国の交付決定前に実施し た取組であっ

ても 対象になる のでし ょ う か（ ◎）  

２  対象と なら ない開設主体はあり ま すか。（ ●）  

３  対象施設が申請時に提出する 書類を 教えてく ださ い。（ ●）  

４  都道府県側で給付金の支給額を変更する こ と はでき る のでし ょ う か。

（ ◎）  

https://mhlw-bucchin-shien.viewer.kintoneapp.com/public/system-lp
https://mhlw-bucchin-shien.form.kintoneapp.com/public/contact
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（ 答）  

○ 令和７ 年８ 月２ 日以降に開設し た病院や有床診療所、 令和７ 年５ 月１ 日以

降に開設し た薬局については、 本事業の申請時点で運営し ている 施設の病床

数や店舗数に応じ た支援と なり ま す。 その場合の病床数や店舗数は申請者か

ら 別途提出さ れている 開設届等を 確認し てく ださ い。  

○ 無床診療所や訪問看護ス テーショ ンは本事業の申請時点で運営し ている 施

設を 対象にし てく ださ い。  

 

（ 答）  

○ 本事業の申請時点で運営し ている 施設類型で申請・ 支援し てく ださ い。  

（ 例： 令和７ 年８ 月１ 日時点では病院でし たが、 本事業の申請時点では有床診

療所と なっ ていた場合は、 有床診療所と し て申請・ 支援し てく ださ い。）  

 

（ 答）  

○ 物価支援事業は医療機関等が足元の物価高騰に対応でき る よ う 措置し たも

のである ため、 令和８ 年３ 月 31 日ま で運営を継続し ている 施設は対象と し

て差し 支えあり ま せん。  

○ 他方、 賃上げ支援事業は確実な賃上げに繋げる こ と を 目的と し ている た

め、 令和８ 年６ 月１ 日以降も 運営さ れ、 本事業の実績報告期限と なる 同年８

月１ 日ま で運営を継続し ている 施設を 対象と し ま すが、 当該施設が同年７ 月

31 日ま でに廃院・ 廃止し た場合でも 同一法人内の共通の給与体系の中で当該

施設の職員の雇用が継続さ れている 場合は対象と し て差し 支え有り ま せん。  

○ なお、 本事業の給付金の支給を 受けた後、 施設類型を 変更し た場合であっ

ても 、 変更後も 診療を 継続し ている 場合は支給対象と なり ま す。  

 

 

 

 

５  病院や有床診療所は令和７ 年８ 月１ 日時点の病床数、 薬局は令和７ 年４ 月

30 日時点の店舗数に応じ た支援と なり ま すが、 それぞれの時点以降に開設

し た施設の取扱いについて教えてく ださ い。 ま た、 無床診療所や訪問看護ス

テーショ ンはいつの時点で運営し ている 施設が対象と なる のか教えてく ださ

い。（ ◎・ ●）  

６  令和７ 年８ 月１ 日時点では病院と し て運営し ていた施設が申請時点では有

床診療所や無床診療所と し て運営し ていた場合、 ど ちら を 対象と し て支援す

べき でし ょ う か。（ ◎・ ●）  

７  令和８ 年１ 月１ 日において廃院・ 廃止し ている 場合や本事業の申請時点で

同年１ 月２ 日以降に廃院・ 廃止を予定し ている 場合は支給対象外と なり ま す

が、 廃院・ 廃止を 予定し ている 場合の終期を教えてく ださ い。 ま た、 例え

ば、 令和８ 年４ 月１ 日に病院から 無床診療所に転換する 場合等、 施設類型を

変更する 場合の取扱いについて教えてく ださ い。（ ◎・ ●）  
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（ 答）  

○ 対象と なり ま せん。  

 

（ 答）  

○ 本事業の対象は特定の設備等を 購入する ための補助金ではないため、 不要

です。  

 

（ 答）  

○ 本事業の申請・ 給付等の権限について、 指定管理元と なる 自治体等から 指

定管理先の法人等へ委任し た上で、 指定管理先の法人等から 申請を 行う こ と

が可能です。  

 

（ 答）  

○ 病院は特に経営状況が厳し く 、 速やかに給付する 必要がある ため、 都道府

県での予算計上を経ず、 国から 直接支給する こ と と し ていま す。  

○ 診療所等に対する 支援にあたっ ては、 対象施設数が非常に多く 、 国から の

直接支給は難し いこ と から 、 都道府県事務に係る 予算を 確保し た上で、 都道

府県に交付事務を行っ ていただく こ と と し ま し た。  

 

（ 答）  

○ 一般病床、 療養病床、 精神病床、 感染症病床、 結核病床等、 医療法上の使

用許可病床数の合計と なり ま す。  

 

（ 答）  

○ 単に病院の１ 診療科と し て歯科外来がある 場合は病院のみが給付対象と な

り ま すが、 病院と は別に歯科診療所の開設届が出さ れている 場合は病院と 当

該診療所の２ つが給付対象と なる  

○ ま た、 医科診療所に歯科診療所が併設さ れている 場合は、 それぞれ開設者

から 開設届が出さ れている 場合はそれぞれが給付対象と なり ま す。  

 

８  申請時点で休止届を出し ている 場合は支給対象と なる のでし ょ う か。

（ ◎・ ●）  

９  消費税の仕入控除税額の報告は不要ですか。（ ◎・ ●）  

10 指定管理の委託が行われている 場合はど のよ う に支給を 受けたら よ いでし

ょ う か。（ ●）  

11 国が病院に直接支援し て、 診療所等には都道府県経由で支援する 理由を教

えてく ださ い。（ ◎・ ●）  

12 本事業の申請額算出における 許可病床数には、 一般病床以外の病床も 含ま

れる のでし ょ う か。（ ◎・ ●）  

13 病院の歯科外来や医科診療所に歯科診療所が併設さ れている 場合の取扱い

について教えてく ださ い。（ ◎・ ●）  
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＜病院賃上げ支援事業＞＜診療所等賃上げ支援事業＞ 

（ 答）  

○ 本事業は給付金によ って賃金改善を 行う こ と を 目的と し ており 、 令和７ 年

11 月の賃金水準と 比較し て、 令和７ 年 12 月から 令和８ 年５ 月ま での６ か月

間について、 賃金改善を行った場合に対象と なり ま す。  

○ そのため、 例えば、 令和８ 年１ 月から ３ 月ま での間のみ賃金改善を行う 場

合等は本事業の対象と なり ま せん。  

○ ま た、 令和７ 年 12 月以降の賃金改善については、 令和８ 年３ 月ま でに実

施する 必要があり ま す。  

 

（ 答）  

○ 本事業の支給額を 活用し て、 令和７ 年 12 月から 令和８ 年５ 月ま での６ か

月間について、 対象職員の基本給や決ま っ て毎月支払われる 手当の引き 上げ

を 行う こ と が原則ですが、 賃金表や給与規定等の変更に時間を 要する 場合

は、 令和７ 年 12 月から 令和８ 年３ 月ま での間の最大４ か月分の一時金

（ 例： 臨時賞与） 又は特別手当（ 例： イ ンフ レ 手当） を 支給する 方法でも 差

し 支えあり ま せん。  

○ ま た、 一時金や特別手当の支払いで賃金改善を 行った場合でも 、 令和８ 年

４ 月及び５ 月については基本給の引き 上げや毎月支払われる 手当の支給を 行

う 必要があり ま す。  

○ なお、 一時金や特別手当で実施し た賃金改善の水準と 、 こ れに続く 基本給

の引き 上げや毎月支払われる 手当の水準は、 全く 同じ 水準と する 必要はあり

ま せんが、 本事業は賃上げに必要な経費と し て給付金を 支給し 、 こ れを 確実

な賃上げに繋げる こ と を目的と し ている ため、 極端な配分はでき ま せん。 ま

た、 ４ 月及び５ 月に実施し た賃金改善の水準と ６ 月１ 日以降の賃金改善の水

準は原則、 維持・ 拡大し ていただき ま す。  

 

（ 答）  

○ 基本給又は決ま っ て毎月支払われる 手当の引上げのほか、 こ れら に連動し

て引き あがる 賞与分や時間外手当、 法定福利費の事業主負担分の増額分も 含

ま れま す。  

○ 決ま っ て毎月支払われる 手当には、 労働と 直接的な関係が認めら れ、 労働

者の個人的事情と は関係なく 支給さ れる 手当を含みま すが、 以下の諸手当は

含ま れま せん。  

・ 月ごと に支払われる か否かが変動する よ う な手当 

・ 労働と 直接的な関係が薄く 、 当該労働者の個人的事情によ り 支給さ れる 手

当（ 通勤手当、 扶養手当等）  

14 賃金改善の期間や基準月について教えてく ださ い。（ ●）  

15 賃金改善の方法について教えてく ださ い。（ ●）  

16 賃金改善の対象と なる ベース アッ プの内容や支払い方法について教えてく

ださ い。（ ●）  
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○ 恒常的に夜間を含む交替勤務制をと っている 職場の職員に支払われる 夜勤

手当についても 、 毎月支払われる 手当に含めて差し 支えあり ま せん。  

○ 専ら 健診部門で勤務する 職員等、 直接、 保険診療に携わっ ていない職員の

賃金改善も 、 対象医療機関に勤務し ていれば含めて差し 支えあり ま せん。  

○ 法定福利費等の事業主負担分は、（ 基本給等＋賞与＋時間外手当の引き 上

げ分） ×16. 5%で簡便に計算する こ と も でき ま す。  

○ こ れら については、 令和７ 年 12 月～令和８ 年５ 月の給与支給時に支払わ

れる も のが賃金改善の内容に含ま れま す。  

○ なお、 就業規則等で賃金や基本給等の引き 上げ分の遡及分を 翌月払いと し

ている 場合は、 翌月（ 令和８ 年１ 月～６ 月） に支払われる も のを含める こ と

も 可能です。  

 

（ 参考） 令和８ 年度診療報酬改定によ る 見直し 後のベース アッ プ評価料では、

夜勤職員の確保を行う 観点から 、 看護職員処遇改善評価料及びベース アッ プ

評価料によ る 収入を 、 夜勤手当の増額に用いる こ と を 可能と する こ と が検討

さ れていま す。  

 

（ 答）  

○ 基本給が時給制の職員についてその時給を 引き 上げる こ と や、 基本給が日

給制の職員についてその日給を 引き 上げる こ と は、 ベース アッ プの引き 上げ

に含ま れま す。  

○ なお、 宿日直のみ対応する 医師の宿日直手当の引き 上げ分は含ま れま せ

ん。  

 

（ 答）  

○ 育休の職員はベース アッ プ評価料の対象職員と なら ないため、 本事業にお

いても 賃金改善の対象には含ま れま せん。  

 

（ 答）  

○ 一時金や特別手当は、 令和７ 年 12 月から 令和８ 年３ 月ま での最大４ か月

分を 令和８ 年３ 月ま でに支払っ たも のが賃金改善の内容に含ま れま す。  

○ なお、 例えば２ 月中に３ 月分ま での一時金を支払う こ と も 可能ですが、 仮

に支給を 受けた職員が自己都合で３ 月に退職し た場合、 本来、 ３ 月分につい

ては返還さ れる べき 部分と なり ま す。  

 一方、 実際には、 個々の事案ごと に、 労働基準関係法令に照ら し て返還を 求

める こ と が可能かど う か判断さ れる こ と になり ま すので、 一時金等の支払方

法については、 慎重に判断し てく ださ い。  

17 時給や日給を引き 上げる こ と はベース アッ プに該当する のでし ょ う か。

（ ●）  

18 育休中の職員は賃金改善の対象者に含ま れる のでし ょ う か。（ ●）  

19 一時金や特別手当の支払について留意点を教えてく ださ い。（ ●）  
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（ 答）  

○ 施設基準の算定開始日は毎月 1 日と なる ため、 本事業の場合は１ 日ま でを

届出期限と し ていま すが、 閉庁日の翌開庁日（ ２ 日） に届出を 行い受理さ れ

れば１ 日から 算定でき る ため、 その場合は１ 日に届け出たも のと 見なし ま

す。  

○ なお、 届出期限の前月に新規開設し たこ と によ り 給与の支払実績がない場

合は翌月中のベース アッ プ評価料の届出が行えないこ と と なり ま すが、 その

場合については、 翌月１ 日にベース アッ プ評価料を届け出た上で、 その事実

を 証する 書類を 別途提出する こ と で要件を 満たすも のと し て取扱いま す。  

 

（ 答）  

○ 執行事務の簡素化を 図る 観点から 、 申請時や実績報告時の証拠書類の添付

は求めており ま せん。  

○ ただし 、 賃金台帳等の帳簿等の証拠書類については、 実績報告内容の確認

等を 行う 際に必要に応じ て提出又は提示を 求める こ と があり ま すので、 補助

金の額の確定の日（ 事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、 その承認

を 受けた日） の属する 年度の終了後５ 年間は対象施設側で保管さ せる よ う に

し てく ださ い。  

 

（ 答）  

○ 法人共通の賃金表を 運用し ている 等、 給与体系を 共通と する 法人が複数の

病院を運営し ている 場合は、 同一法人内の一部の対象病院のみに賃金改善を

集中さ せる こ と など 、 著し く 偏っ た配分は行わないこ と を前提に、 当該法人

が運営する 複数の病院でま と めて賃金改善に必要な額を 計算し 、 各病院の賃

金改善額を 算出し て、 こ れに本事業の支給額を充てる こ と や、 実績報告にお

いても 法人全体の賃金改善額で評価する こ と が可能です。 その場合の申請方

法は、 法人が各病院のＩ Ｄ 等や申請内容を 取り ま と めた上で、 国へ申請を 行

い、 法人の口座に振り 込みを受ける 形等によ り 行う こ と が可能です。  

○ 診療所等賃上げ支援事業においても 同様の取扱いと なり ま すが、 診療所等

が所在する 都道府県ごと に申請を 行う 必要がある ため、 同一都道府県内に所

在する 診療所等について法人単位で当該都道府県に申請を行っ てく ださ い。  

 

 

20 ベース アッ プ評価料の届出期限について教えてく ださ い。（ ●）  

21 賃金改善を 行っ たこ と を証明する 書類（ 賃金台帳等） について、 申請時や

実績報告時に添付さ せる 必要はあり ま すか。（ ◎）  

22 同一法人が運営する 複数の病院において法人共通の賃金表を運用し ている

等、 給与体系を共通と する 法人が複数の病院を 運営し ている 場合、 職員の年

齢構成の違い等によ り 、 病院毎の賃金改善の内容が必ずし も 一定になら ず、

同一法人内の職員間で差が生じ てし ま いま すが、 ど のよ う に対応し たら よ い

でし ょ う か。（ ●）  
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（ 参考） 令和８ 年度診療報酬改定によ る 見直し 後のベース アッ プ評価料では、

複数の保険医療機関を 、 給与体系を共通と する 法人が有する 場合には、 給与

総額や賃金改善総額の算出を、 複数事業所で合算し たう えで、 按分でき る 仕

組みや、 実績報告においても 合計で評価する こ と と し 、 合計で給与改善総額

が算定総額以上であればよ いこ と と する 仕組みが検討さ れていま す。  

 

（ 答）  

○ ベース アッ プ評価料の収入は受診患者数等によ っ て変動する も のであり 、

ご質問の場合は本事業の給付金を 賃金改善に充てていれば返還は不要です。  

 

（ 答）  

○ 対象医療機関等の職員と 兼務し ており 、 勤務実態があれば本事業の給付金

を 活用し て賃金改善を 行う こ と が可能です。  

 

（ 答）  

○ 令和７ 年 12 月から 令和８ 年５ 月ま での間で採用し た職員については、  

・ 基本給や決ま っ て毎月支払われる 手当の引き 上げ分は採用月から 令和８ 年

５ 月ま での月数分 

・ 一時金や特別手当は採用月から 令和８ 年３ 月ま での月数分 

は本事業の賃金改善に含ま れま す。  

 

（ 答）  

○ 令和７ 年 12 月から 令和８ 年５ 月ま での間で退職し た職員については、  

・ 基本給や決ま っ て毎月支払われる 手当の引き 上げ分は令和７ 年 12 月から 退

職月ま での月数分 

・ 一時金や特別手当は令和７ 年 12 月から 退職月ま で（ 遅く と も 令和８ 年３ 月

ま で） の月数分 

は本事業の賃金改善に含ま れま す。  

 

 

23 実施要綱には「 原則と し て、（ 中略） 令和８ 年６ 月１ 日から 当該ベース ア

ッ プの水準を 維持又は拡大する こ と 。」 と あり ま すが、 受診患者数等の影響

によ っ て、 令和８ 年６ 月１ 日以降の賃金改善の水準が本事業で実施し た賃金

改善の水準を 下回っ ていた場合、 下回る 部分は本事業の給付金を 返還する 必

要がある のでし ょ う か。（ ●）  

24 本事業の給付金を 活用し て、 法人本部の人事、 事業部等や看護学校で働く

者に対し て賃金改善を行う こ と はでき る のでし ょ う か。（ ●）  

25 賃金改善の期間中に採用し た職員への取扱いについて教えてく ださ い。

（ ●）  

26 賃金改善の期間中に退職し た職員への取扱いについて教えてく ださ い。

（ ●）  
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（ 答）  

○ ご質問のよ う に、 予算の議決や条例の改正が必要な場合は、 令和８ 年３ 月

ま でに賃金改善の意思決定を行っ た上で、  

・ 令和８ 年４ 月（ 又は５ 月） に、 基本給又は決ま っ て毎月支払われる 手当の

引上げを 令和７ 年 12 月に遡って実施し 、 同年４ 月及び５ 月は基本給又は決

ま っ て支払われる 手当の引き 上げを行った上で、 ６ 月１ 日以降の賃金改善

の水準を 原則、 維持・ 拡大する 方法が考えら れま す、  

○ ま た、 本事業の支給額は人事院勧告を踏ま えた賃金改善に充てる こ と も 可

能です。  

 

（ 答）  

○ 本規定は、 令和７ 年 12 月の賃金水準が前月から 維持さ れたま ま であっ て

も 、 同水準が令和７ 年３ 月 31 日時点の水準と 比較し て 2. 0％を上回ってベー

ス アッ プさ れている 場合に適用でき る も のです。  

（ 例： 令和７ 年３ 月 31 日時点の賃金水準と 比較し て、 令和７ 年４ 月１ 日時点

で対象職員のベース アッ プの水準が 3. 5％増と なっ ており 、 当該水準のベー

ス アッ プを 令和７ 年 12 月から 令和８ 年５ 月ま での間継続し ていた場合は

1. 5％分×６ ヶ 月×対象職員数に本事業の支給額を 充てる こ と ができ ま す。）  

 

 
 

 

 

27 公立医療機関では賃金改善する ための予算措置や条例改正が必要と なる た

め、 令和８ 年４ 月以降でし か賃金改善を 行えない場合も あり ま すが、 ど のよ

う に対応し たら よ いでし ょ う か。 ま た、 本事業の支給額は人事院勧告を 踏ま

えた賃金改善に充てる こ と は可能でし ょ う か。（ ●）  

28 実施要綱には「 令和７ 年度の対象職員のベース アッ プについて、 令和７ 年

３ 月 31 日時点の賃金水準と 比較し て 2. 0％を上回っ て実施し ている 場合

は、 令和７ 年 12 月から 令和８ 年５ 月ま での間の当該 2. 0％を上回る 部分に

本事業の支給額を 充てる こ と ができ る 。 その上で余剰が生じ ている 部分は賃

金改善に充てる こ と 。」 と あり ま すが、 具体的な事例や上回る 部分の計算方

法を教えてく ださ い。 ま た、 令和７ 年４ 月から 11 月ま での間に採用し た職

員はど のよ う に取り 扱う べき か教えてく ださ い。（ ●）  

3. 5% 
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○ 上回る 部分の計算方法については、 例えば、 令和７ 年３ 月 31 日時点で在

籍し ている 対象職員の基本給（ 月額） と 、 令和７ 年 12 月時点で在籍し てい

る 当該職員の基本給（ 月額） を比較し 、 2. 0％を上回っ ている 部分を 対象に

する こ と が考えら れま す。 なお、 2. 0％ま での部分にはベース アッ プ評価料

によ る 賃金改善分も 含ま れている と 見なし ていま すが、 2. 0％を上回ってい

る 部分にベース アッ プ評価料によ る 賃金改善分が含ま れている 場合は当該

部分を除いた部分が対象と なり ま す。  

○ ま た、 令和７ 年４ 月から 11 月ま での間に採用し た職員についても 、 令和

７ 年 12 月時点の当該職員の基本給（ 月額） が、 当該職員と 同一職種で同等

の年齢・ 役職の職員の令和７ 年３ 月 31 日時点の基本給（ 月額） と 比較し て

2. 0％を上回っ ている 場合は、 令和７ 年 12 月から 令和８ 年５ 月ま での間の

当該 2. 0％を上回る 部分に本事業の支給額を 充てる こ と ができ ま す。  

 

（ 答）  

○ 本規定は、 本事業の支給額によ って賃金改善を 図ったも のの、 他の賃金項

目の水準を 低下する こ と で、 賃金改善の効果を減殺する こ と を 防ぐ ために設

けたも のと なり ま す。  

○ 他律的な要因（ 例： 人事院勧告等） で毎月決ま っ て支払われる 手当の水準

が引き 下がる こ と は本規定には該当し ま せんが、 本事業の賃金改善の効果を

減殺する こ と を 目的に引き 下げた場合は、 支給額の全額の返還を求める 場合

があり ま す。  

 

（ 答）  

○ 本事業の実施要綱では賃金改善の内容に「 他の補助金等を 財源と し て行っ

ている 部分に充てる こ と はでき ない。」 と ある ため、「 生産性向上・ 職場環境

整備等支援事業」 を 活用し て、 基本給や毎月決ま って支払われる 手当の引き

上げている 部分や、 令和７ 年 12 月分～令和８ 年３ 月分の一時金又は特別手

当と し て支給し ている 部分が明確に判別でき る 場合には、 当該支給額を 賃金

改善の内容に含める こ と はでき ま せん。  

 

 

 

 

29 実施要綱には「 本事業によ り 賃金改善を 行う 時点から 令和８ 年５ 月ま での

間、 賃金項目（ 業績等に応じ て変動する も のを 除く 。） の水準を 低下さ せて

いないこ と 。」 と あり ま すが、 具体的な事例を教えてく ださ い。（ ●）  

30 令和７ 年度（ 令和６ 年度から の繰越分） 医療施設等経営強化緊急支援事業

の「 生産性向上・ 職場環境整備等支援事業」 では、 処遇改善を目的と し た、

既に雇用し ている 職員の賃金改善にも 給付金（ 病院は４ 万円/床、 診療所等

は 18 万円/施設） を 充てる こ と ができ ま し たが、 今般の賃上げ支援事業と の

関係を 教えてく ださ い。（ ●）  
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（ 答）  

○ 同じ 経費について、 複数の補助金によ る 補助を 受ける こ と は認めら れま せ

んが、 両方を職員の賃上げに活用する こ と （ ※） は可能です。  

※ 例えば、 本事業によ る 賃金改善額への更なる 上乗せや、 本事業で対象と し

ない者や経費に充てる も のと し て交付金を活用する と いった方法が考えら

れま す。  

 

（ 答）  

○ 対象職員の賃金改善の水準が 3. 0％と し て、 1. 5%分に介護分野から 、 1. 5％

分に医療分野から 充てる 等、 賃金改善を行う 部分が重複し ない場合は可能で

す。  

 

＜病院物価支援事業＞ 

（ 答）  

○ 「 全身麻酔の手術総数」 には「 算定日数」 を記載し てく ださ い。  

 

（ 答）  

○ 精神科救急医療体制整備事業の対象医療機関外であっ ても 、 休日日中や夜

間に精神科救急で救急車等を受け入れている 場合は当該件数を 申請し てく だ

さ い。  

 

 

 

 

31 本事業に加え、 重点支援地方交付金によ る 中小企業・ 小規模事業者の賃上

げ環境整備事業を 活用する こ と は可能でし ょ う か。（ ◎・ ●）  

32 医療・ 介護サービ ス ど ちら も 提供し ている 訪問看護ス テーショ ンについ

て、 介護分野の賃上げ支援補助金と 本事業の双方を申請する こ と は可能でし

ょ う か。  （ ●）  

33 実施要綱にある 「 全身麻酔の手術総数」 と は病床機能報告における ど の報

告数を 報告すればよ いでし ょ う か（ ●）  

34 実施要綱には、「 救急車の受入件数」 には、「 平成 20 年５ 月 26 日付け障発

第 0526001 号厚生労働省社会・ 援護局障害保健福祉部長通知の別紙「 精神科

救急医療体制整備事業実施要綱」 に定める 第４ 条の規定に基づき 、 都道府県

又は指定都市（ 以下「 都道府県等」 と いう 。 ) によ り 指定さ れた精神科救急

医療確保事業に参画し ている 医療施設及び身体合併症対応施設が都道府県等

に報告し た別紙様式１ の「 受診時間帯」 の合計（ 上記の加算の判定に用いた

期間と 同一の期間における 報告数） を加える こ と ができ る 。）」 と あり ま す

が、 精神科救急医療体制整備事業の対象医療機関は都道府県によ ってばら つ

き があり 、 指定さ れていない場合でも 休日日中や夜間に精神科救急で救急車

等を受け入れている 場合はど のよ う に報告し たら よ いでし ょ う か。（ ●）  



11 

 

（ 答）  

○ 令和５ 年度ま たは令和６ 年度において、 統合前の各病院の報告数のいずれ

か高い方を 申請し てく ださ い。  

 

＜診療所等賃上げ支援事業＞＜診療所等物価支援事業＞※薬局関係 

（ 答）  

○ 各保険薬局が毎年８ 月１ 日時点の状況と し て地方厚生（ 支） 局長へ届出の

基準の適合性を 確認し 、 その結果について報告行っ ている 「 保険薬局におけ

る 施設基準届出状況報告書（ 別紙様式３ ） ま たは特掲診療料の施設基準等に

係る 届出書」 に記載し ている 、 令和７ 年４ 月 30 日時点の数と なり ま す。  

なお、 同一グループの保険薬局と は、 次のいずれかに該当する 保険薬局と

なり ま す。  

① 保険薬局の事業者の最終親会社等  

② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等  

③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等  

④ ①から ③ま でに掲げる 者と 保険薬局の運営に関する フ ラ ンチャ イ ズ契

約を締結し ている 者 

（ 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する 手続き の取扱いについ

て（ 通知）（ 令和６ 年３ 月５ 日保医発 0305 第６ 号） よ り ）  

 

35 令和６ 年度ま では別々の病院が本事業の申請時点では統合し て一つの病院

と し て運営し ている 場合、 実施要綱にある 「 救急車の受入件数」 はど のよ う

に申請し たら よ いでし ょ う か。（ ●）  

36 実施要綱にある 「 所属する 同一グループ内の保険薬局の数」 と はど のよ う

な考え方と なる のでし ょ う か。（ ◎）  
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もともとの
給与水準
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賃上げ

R８.６～

① R7年12月分からR8年3月分までの4ヵ月分は、対象職員の合
計で、15万円÷6ヵ月＝2.5万円／月として、2.5万円×4ヵ月
＝10万円 を一時金で3月中に支給。法定福利費分16.5％を含
めて10万円としてよい。一時金は、例えば「臨時賞与」「物
価上昇手当」などの名目で一括で支給。

② 4月分、5月分は、対象職員の合計で、15万円÷6ヵ月＝2.5
万円／月を、「決まって毎月支払われる手当」の創設又は引
き上げにより支給。法定福利費分16.5％を含めて2.5万円／
月としてよい。4月、5月分は一括支給は不可。
令和６年度診療報酬改定後に「決まって毎月支払われる手
当」として「ベースアップ評価料手当」などを創設して賃上
げをされている場合は、当該「ベースアップ評価手当」など
を4月から引き上げることで対応。
賃金規程に、当該手当は診療報酬上のベースアップ評価料
及び賃上げ支援に係る公的補助金をもとに支給するものであ
るため、制度が改廃された場合には見直しを行うことができ
る旨を規定する等の対応が１つの例として考えられます。

〇 ６月分以降は、令和８年度診療報酬改定による新たなベー
スアップ評価料を財源に上記の「ベースアップ評価手当」な
どを原則として維持又は拡大。
ただし厚生労働省のQ＆Aの通り、受診患者数等の影響に
よって、 ６月１日以降の賃金改善の水準が本事業で実施し
た賃金改善の水準を下回っていた場合は、本事業の給付金を
賃金改善に充てていれば返還は不要です。

①

②

R7年12月分からR8年3月分までの4ヵ月分は
一時金として、一括で支給。
（ただし、3月末までに支給すること。）

（例）無床診療所 ： 臨時賞与 計10万円

R8.4月分、5月分は一括支給は不可。
決まって毎月支払われる手当の創設又は
引き上げにより支給。

（例）無床診療所 ： 4月、5月、計2.5万円／月

（令和６年度診療報酬改定によるベースアップ評価手当などを含む）

令和７年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業における
「賃上げ支援事業」に対応する賃金改善の具体的方法について

おすすめの現実的な賃金改善の具体例

23 実施要綱には「原則として、（中略）令和８年６月１日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。」とありますが、受診患者
数等の影響によって、令和８年６月１日以降の賃金改善の水準が本事業で実施した賃金改善の水準を下回っていた場合、下回る部分は本事業
の給付金を返還する必要があるのでしょうか。

（答）ベースアップ評価料の収入は受診患者数等によって変動するものであり、ご質問の場合は本事業の給付金を賃金改善に充てていれば返還
は不要です。

厚生労働省 Ｑ＆Ａ（第１版）（令和８年２月）

無床診療所で、給付金15万円全額を賃上げに充てる例

12月～5月までの賃上げが
給付金による支援の対象

参考資料 令和8年2月27日
日 本 医 師 会

令和８年度診療報酬改定によ
るベア評価料の引上げを財源
とするベア評価手当など



 

令和 7 年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱より抜粋 

１．病院賃上げ支援事業（抜粋）（３．診療所等賃上げ支援事業も同様） 
 

（７）賃金改善（※）の内容 
原則として、本事業の支給額を活用して令和 7 年 12 月から令和 8 年 5 月までの間、対

象職員のベースアップ（基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同
じ。）を実施するとともに、令和 8 年 6 月 1 日から当該ベースアップの水準を維持又は拡
大すること。 

ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和 8 年 6 月 1 日から対象
職員のベースアップを行うことを前提に、令和 7 年 12 月から令和 8 年 3 月までの 4 か月
分の一時金又は特別手当を、令和 8 年 3 月までの間に対象職員に支給することができる
が、その場合は 4 月から 5 月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は
特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和 8 年 6 月 1 日から行うこ
と。 

（※）令和７年度の対象職員のベースアップについて、令和７年３月 31 日時点の賃金 
水準と比較して 2.0%を上回って実施している場合は、令和７年 12 月から令和 8 年
5 月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。  
その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。  

（※）賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事
業主負担分も含むものとする。  

（※）定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等（補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等又は地方自治法第
二百三十二条の二の規定により地方公共団体が支出する補助金）を財源として行っ
ている部分に充てることはできない。  

 
（８）留意事項 

① 本事業により賃金改善を行う時点から令和 8 年 5 月までの間、賃金項目（業績等に  
 応じて変動するものを除く。）の水準を低下させていないこと。また、例えば、一部

の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の対象医
療機関のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わないこと。  

   その上で、医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することは認められるも
のであり、例えば、賃金水準が全産業平均と比べて高い職種（例：医師・歯科 医師
等）への配分額を相対的に小さくする一方、賃金水準が全産業平均と比べて低い職種
（例：看護補助者等）に対しては、重点的に配分することが考えられる。  

   なお、現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分す  
ることはできるが、当該職種が令和 8 年度診療報酬改定による見直し後のベースアッ
プ評価料の対象とならない場合（※）、当該職種の令和 8 年 6 月以降のベースアップ
のための特別の財源は措置されない点に留意すること。  
（※）現時点でベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種  

・事務職員 
・40 歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師 
（40 歳以上の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師は、現在のベースアッ

プ評価料の対象になっておらず、現時点で対象に含めることは検討されていな
い。） 

 

実施要綱の全文は、令和 8 年 1 月 27 日付文書（日医発第 1713 号）又は厚生労働省特設
サイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html をご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html
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